
日時：令和3年2月18日16:30～
場所：Web会議システム「Zoom」使用

日本慢性期医療協会
定例記者会見
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令和３年2月18日記者会見 概要

1.介護保険施設におけるクラスター発生について
2.一般病床と療養病床での新型コロナウイルス感染者
受け入れに対する評価の差について
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日本慢性期医療協会会員病院が運営している
老健と特養の数は、
介護老人保健施設 ６８６件
介護老人福祉施設 ３６０件

平成２８年８月 アンケート調査結果より
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介護施設や通所事業所は、一旦、感染者が出ると、コントロール
困難なことは、これまでの経験と今回の報道を見ても明らかである。
施設管理者が危機意識を強く持って、スタッフや利用者の感染対策
を常に管理してほしい。（手を洗う・消毒、触る所を拭き取る、
咳・くしゃみエチケット）

会 員 病 院 併 設 の 特 養 ・ 老 健 な ど の 介 護 保 険 施 設 、
通所事業所等でも感染防止対策を行わなければならない

提携病院の医師は、可能なら１度現場へ
出向いて、指導することを検討してほしい。

２０２０．３．１３開催 日本慢性期医療協会 定例記者会見資料より
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新型コロナウイルス感染症(COVID-19)PCR検査陽性者数(単日)
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PCR 検査陽性者数(単日)

厚生労働省ホームページ「国内の発生状況」より一部加筆

新型コロナウイルス感染者が2021年新年からも
爆増している。
政府がGo Toトラベルに固執し、12月まで引き
ずったことも原因であろう。
当然冬に大流行することくらいわかっていたにも
かかわらずである。
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【全国】新型コロナウイルスクラスター発生状況
自治体のプレスリリース等をもとに、同一の場で２名以上の感染者が
出ている集団感染等として報道等されている事案の件数：５，１０４件

（２月１５日（月）時点）
種別 件数 割合

医療機関 874 17.12%
高齢者福祉施設 1017 19.93%
障害者福祉施設 123 2.41%
児童福祉施設 220 4.31%
飲食店 947 18.55%

運動施設等 92 1.80%
学校・教育施設等 624 12.23%

企業等 941 18.44%
その他施設 266 5.21%
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日本慢性期医療協会では、会員施設および会員関連施設の介護保険施設（老健・
特養・介護医療院）で2020年4月以降にクラスター発生した施設を対象として
アンケート調査を行った。

その結果、クラスター発生を報告してくれたのは9施設で、その施設種別は、
老健：6施設、介護医療院：2施設、デイサービス：1施設であった。

陽性者発生後、8施設は、保健所から紹介された医療機関へ入院し、1施設は関連病
院へ入院していた。なお3施設では、一部の陽性者を自施設で診ていた。
(45人の陽性者のうち、32人を自施設で診ていた施設もあった。)

職員の陽性者・濃厚接触者は、看護・介護職員がほとんどであり、職員不足のため、
関連する介護事業所、医療機関から補充されていた。

いずれも発生から１か月半程度で終息していた。
クラスター発生により必要となった経費は、最大3,500万円、入所者受け入れ停止
等による収入減を含めると、約9,000万円の損失となった施設もあった。

純損失に加え、入所受け入れ停止解除後も風潮等により空床が続き、大きな減収と
なっている。

なお、クラスターが発生してもアンケート未回答の施設もある可能性も考えられる。
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介護施設等でクラスターが発生した場合の支援策①

厚生労働省は令和3年1月14日付 事務連絡「病床ひっ迫時における高齢者施
設での施設内感染発生時の留意点等について」では、感染者は発生した施設
等への支援として、以下の事業等を活用することとしている。

① 感染者発生時の医療従事者や感染管理専門家などの派遣
 保健所や自治体、地域の医療機関等を通じた専門家派遣、
相談・支援体制確保

 DMAT･DPAT等医療チームをクラスター発生施設へ派遣する際の支援
 都道府県看護協会からクラスター発生施設へ感染管理認定看護師等を
派遣する費用の支援

② 感染者発生時の応援職員派遣
 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対する
サービス継続支援事業

 社会福祉施設等への応援職員派遣支援事業
 各都道府県で構築している応援体制の活用
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1. 介護サービス事業所等におけるサービス継続支援事業
 特養・老健：38,000円／定員
 介護医療院：48,000円／定員

など
2. 介護サービス事業所等との連携支援事業
 特養・老健：19,000円／定員
 介護医療院：24,000円／定員

など

介護施設等でクラスターが発生した場合の支援策②

 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に
対するサービス継続支援事業
介護サービス事業所等において新型コロナウイルス感染者が発生した場合、
かかり増し経費（消毒費用、人員確保･手当等の人件費、旅費･宿泊費など）
支援として、下記の支援が認められている。



10厚生労働省 資料より



11
厚生労働省資料より
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介護施設等で最初の感染者が判明した時点で、すでに施設内
クラスターが発生している可能性が高い。そして入所者だけで
なく、職員にも感染が及ぶ可能性が高い。

感染した職員だけでなく、濃厚接触者も最低2週間は業務に
つくことができなくなる。

先に述べた国の支援策では、施設内クラスター発生時の
人手不足に対して迅速な対応ができるとは言い難い。
特に単独施設では運営継続困難となる。

また、介護施設内で感染者を診る場合に行う診療行為に対する
評価が十分ではない。
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厚生労働省は令和3年1月14日付 事務連絡にて、「病床ひっ迫時
における高齢者施設での施設内感染発生時の留意点等について」
を発出し、介護保険施設に対し、病床ひっ迫時には「施設内での
入所継続」及び「入所継続中のモニタリングや 医療への迅速な
アクセスを可能とする体制整備」等を求めたが、「新型コロナ
ウィルス 陽性患者」を診療する医療施設に適用されている診療
報酬による評価が介護報酬では一切行われていない。
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介護保険施設において、新型コロナウイ
ルス感染症の退院基準を満たした患者
（ポストコロナ患者）を受け入れた場合
について、介護報酬上、特例的な評価と
して、退所前連携加算（500単位）を
30日間算定できることとする
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介護施設では、医師が24時間常駐しているわけではない。
最初の感染者が判明した時点で、近隣医療機関から感染対策
チームが早期介入し、徹底したゾーニング、PPE装着指導など
感染拡大防止を行ってもらわなければならない。

施設内でクラスター発生した場合、無症状・軽症者を施設内で
診るためには、近隣医療機関から医師をはじめとする診療ス
タッフ、感染対策チーム介入が必須である。

近隣医療機関から介護施設へ介入できるように十分な支援を
行なってほしい。

そして介護施設においても、新型コロナウイルス発生に対する
十分な補填を行い、運営の安定化に努めてほしい。

医療と介護の連携が欠かせない。
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厚生労働省は令和3年1月13日付 事務連絡にて、「新型コロナ

ウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて (そ

の33)」を発出し、新型コロナウイルス感染症患者を、都道府県

から受け入れ病床として割り当てられた療養病床に入院させた

場合、一般病床とみなして、一般病棟入院基本料のうち特別入院

基本料の算定が認められた。
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そこで療養病床を有する病院でクラスター発生時に、自院で
軽症・中等症患者を診るために、都道府県に受け入れ病床と
しての割り当てを申請したところ、今後、一般病床として
「コロナ受入病床」として、継続的にコロナ患者を受け入れ
ることを要請された。

医師・看護師数など、療養病床の限られた人員で継続して
「コロナ受入病床」としての役割を果たしていくのは困難で
ある。



通常の入院料での算定 診療報酬上の臨時的な取扱いでの算定（出来高算定）
医療法上 一般病床・療養病床 一般病床 療養病床

算定する
入院料

地域包括ケア病棟
入院料1

一般病棟入院基本料
(地域一般入院料)

一般病棟入院基本料
（特別入院基本料）

3,669点 3,759点 4,709点 4,007点
都道府県に
よる受け入
れ確保病床
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新型コロナウイルス感染症患者について（地域包括ケア病棟 中等症Ⅰの患者の場合）

都道府県による受入確保病床要件なし

入院料 在宅患者支援病床初期加算 入院期間に応じた加算 二類感染症患者入院診療加算 救急医療管理加算
在宅患者支援病床初期加算
看護職員配置加算
看護補助者配置加算

療養病床において、
出来高にて算定を
行う場合には、都
道府県から受け入
れ病床として割り
当てられる必要が
ある。
しかし、現実は継
続的にコロナ陽性
患者を受入れる必
要があり、慢性期
病院では出来高の
算定が困難な状況
にある。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
そこで療養病床を有する病院でクラスター発生時に、自院で軽症・中等症患者を診るために、都道府県に受け入れ病床としての割り当てを申請したところ、今後、一般病床として「コロナ受入病床」として、継続的にコロナ患者を受け入れることを要請された。医師・看護師数など、療養病床の限られた人員で継続して「コロナ受入病床」としての役割を果たしていくのは困難である。
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厚労省ではいまだに一般病床と療養病床を差別し、

一般病床でないと患者を治療できないと思っているのか。



20

今の療養病床は医療区分2･3が80％以上の重症患

者を治療している。10年前とは様変わりしている

ことを厚労省の中で無視していると思われる。
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日慢協の会員病院は病床がすべて療養病床という

病院は少なく、慢性期多機能病院として地域包括

ケア病棟や回復期リハビリテーション病棟を持ち、

介護保険施設を併設していることが多い。
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地域包括ケア病棟と回復期リハビリテーション

病棟は療養病床でも運営可能で、一般病床の

同病棟と変わらず、13対1の看護配置で鋭意治療

に集中している。
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しかるに図らずも今回の新型コロナ対応について、

大きな差別を受けており、真面目に新型コロナ対応に

協力 しよ う とす る慢 性 期多 機能 病 院の 意欲 が

評価されていない。
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私たち日慢協の会員病院は新型コロナ対応に積極的に

関与し、主にポストコロナ患者を受け入れているし、

一部の急性発症についても地域医療を果たしている。
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２００１年に、それまでは病院病床は同一であった状況

から、一般病床と療養病床に分かれたが、現在の療養

病床の看護体制は20対1であり、7対1から15対1は

一般病床である。そろそろ統一するべき時代が来ている。



26

テレビを見ていたら、
新型コロナウイルスに感染して
ECMO(Extracorporeal membrane oxygenation)を
装着していた重症患者が、意識消失していた
状態から快方に向かったという。
し か し 体 重 は 2 0 K g も 減 っ て い た 。
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今年に入り、慢性期病院にポストコロナ患者が多く

紹介入院している。

急性期病院からの入院であるが、９症例中、１症例を

除く8症例は、栄養状態の指標であるアルブミン値が

極 端 に 低 値 を 示 し て い た 。



ポストコロナ患者の当院入院時検査値データ
（2021年2月17日現在）

患者 入院時年齢 性別
新型コロナ受入病院での状況 当院入院時検査値
入院前の状況 入院期間 BUN CRE Na K ALB TCHO GLU Hb

Ａ 87 女 有料老人ホーム 11 15.6 0.74 141.5 2.98 4.0 153 227 12.5
Ｂ 86 女 有料老人ホーム 14 6.7 0.83 140.6 4.92 3.1 153 83 10.3
Ｃ 86 男 有料老人ホーム 18 11.7 0.68 142.2 3.76 3.2 117 127 11.2
Ｄ 88 女 有料老人ホーム 19 26.8 0.59 147.2 4.20 3.3 90 132 9.6
Ｅ 78 女 有料老人ホーム 21 9.6 0.49 132.6 5.29 3.1 169 107 15.3
Ｆ 97 女 有料老人ホーム 22 15.2 0.50 141.3 3.54 2.9 188 140 11.7
Ｇ 91 女 有料老人ホーム 27 8.6 0.70 144.9 3.65 2.9 231 102 11.4
Ｈ 86 男 有料老人ホーム 29 12.8 1.05 133.4 3.19 2.3 157 135 13.1
I 74 男 自宅 15 35.6 1.06 133.0 4.35 2.4 243 136 14.7

28
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日本病態栄養学会 編集
認定NSTガイドブック2017
(改訂第5版)より

発熱なし 発熱あり(38℃) 発熱あり(39℃)
身長･体重･性別･年齢 160cm,48kg,男性,77歳
活動係数（AF） 1.1 1.1 1.1
ストレス係数（SF） ー 1.4 1.6

エネルギー必要量(TEE)
エネルギー必要量(TEE)＝BEE※×AF×SF
※BEE＝66.47+13.75×体重(㎏)+

5×身長(㎝)－6.76×年齢
1107kcal 1549kcal

(＋442kcal)
1771kcal

(＋664kcal)

水分必要量＝体重(㎏)×係数※

25歳～54歳 35mL/kg/日
55歳～64歳 30mL/kg/日
65歳～ 25mL/kg/日

48×25＝
1200ml

1500ml
(＋300ml※)

1650ml
(＋450ml※)

※発熱時は体温が1℃上昇するごとに150ml/day増量

平成式必要栄養量算出法に
おけるエネルギー必要量
TEE+エネルギー蓄積量※

(本症例では1か月で1㎏増量を目指す)

1340kcal
(1107+233)

1782kcal 
(＋442kcal)

2004kcal
(＋664kcal)

※エネルギー蓄積量：現体重から目標体重に体重の増減を目指すときに加減する栄養量。
目標体重と現体重との差から目標エネルギー蓄積量を算出し、目標達成までの日数で除する
ことで１日当たりのエネルギー蓄積量を算出する。多くの場合、体重増減の目標は1か月で
1～2㎏、3～6か月で5～10㎏程度。または1か月で3％前後、3～6か月で3～10％前後を
目標とする。

例）2か月で3㎏の増量を計画する場合(1kgの減量に必要な熱量が7000として計算する)
エネルギー蓄積量＝7000kcal×3㎏÷60日＝350kcal
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日本慢性期医療協会の会員病院では、ポストコロナ患者を積極的
に受け入れるように努力している。
介護保険施設におけるクラスター発生時の初期対応等、積極的に
対応していく所存である。
公立・公的急性期病院で新型コロナウイルス感染患者の受け入れ
が少ない病院は、急性期治療病院として、どんどん受け入れるべ
きである。
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